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みなさん、こんにちは One Asia Lawyers Group 

(Focus Law Asia LLC)です。今回と次回は、国際取

引でよく利用される「仲裁」について説明しま

す。日系企業が当事者となるアジア太平洋地域の

国際契約では、契約者間の紛争を解決するために

シンガポール仲裁を利用することが多く、その観

点から解説したいと思います。 

 

1. 仲裁とは？ 

「紛争解決」といえば、皆さんの多くは裁判を想

像するでしょう。日本国内の商事契約では「東京地裁を第一審裁判所とする」という条項がよ

く見られますが、国際取引だと海外の契約先がこのような規定に納得してくれない場合もあり

ます。その代わり利用されるのが、仲裁条項です。 

 

「仲裁」というのは、当事者以外の第三者が紛争を解決するという点で裁判に似ています。し

かし、裁判と違って裁判官が判断を下すのではなく、当事者双方の合意で選任される「仲裁人」

という中立の民間人が裁判官の役割を果たします。理論上は誰でも仲裁人になれますが、多く

の場合、様々な領域の専門家が仲裁人になります。 

 

「仲裁」は一定の手続に基づいて行われます。この手続は仲裁地の法律（仲裁法）に規定され

ています。契約の当事者が契約書の仲裁条項に仲裁地を指定することで、仲裁地の仲裁法が適

用されることになるのです。実務上、当事者にとって第三国を仲裁地と指定することが一般的

です。 

 

日本企業が東南アジア諸国の現地企業と契約を結ぶ際には、シンガポールを仲裁地とするケー

スが多くあります。よく誤解されるのですが、「仲裁地」は仲裁が実際に行われる場所ではな

く、あくまでも仲裁手続の準拠法を指定するものです。実際、審問などの仲裁手続が仲裁地で

実施されるとは限らず、ビデオ電話での仲裁手続の実施も一般的になりました。 

 

仲裁地の法律に基づいて仲裁を実施するのは、仲裁地の仲裁機関（機関仲裁）か、あるいは、

当事者が独自に手続きや仲裁人を選任して行う仲裁（アドホック仲裁）です。仲裁手続の具体

的なルールを「仲裁規則」といいます。理論上は当事者間で一からつくりあげることも可能で

すが、実際には、仲裁機関の規則を使用することが一般的です。また、仲裁の管理や事務も仲

裁機関へ依頼することが一般的です。 



 

アジア太平洋地域内では、シンガポールが王道の仲裁地といわれています。そして、多く使わ

れる仲裁機関は、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）や国際商業会議所（ICC）です。契

約書中に具体的に仲裁機関を指定する場合もありますし、単に「シンガポールでの仲裁」とだ

け規定する場合もあります。後の紛争を避けるためには、契約書中に仲裁機関を具体的に規定

することが推奨されます。 

 

2. 仲裁と裁判の違い 

紛争解決の手段として、裁判を利用するか仲裁を利用するかについては、公正性（判断の公正

中立）、経済性（費用）、効率性（所要時間・秘密保持）の観点から判断されます。 

 

公正性（判断の公正中立）: 裁判は国の司法制度の下で行われるため、原則として公正中立な判

断が期待できます。一方、国際取引においては、自国の裁判所よりも中立的な第三国の仲裁機

関や仲裁地を選択することで、より公正な判断を求めることができます。 

 

経済性（費用）: 一般的に、裁判は国が運営するため費用が比較的低く抑えられますが、仲裁は

仲裁人への報酬や仲裁機関への手数料が発生するため、費用が高くなる傾向があります。 

 

効率性（所要時間・秘密保持）: 裁判は厳格な手続きや多くの審理を要するため、長期化しやす

い傾向があります。一方、仲裁は当事者の合意に基づき柔軟に進められるため、迅速な解決が

期待できます。また、仲裁は非公開で行われるため、秘密保持の観点からも優れています。 

 

契約書の紛争解決条項にどちらを記載するかは自由ですので、当事者にとっても最も合理的な

選択をすればよいのです。 

 

3. 仲裁条項の書き方 

仲裁条項で、仲裁の対象となる紛争の範囲をどのように定めるかは、当事者の自由です。しか

し、実務上は特定の紛争に限定するのではなく、以下のような包括的な表現が用いられること

がほとんどです。「本契約から、または本契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論

争又は意見の相違」 

 

シンガポールの法律上、仲裁条項には書面の記録が必要です（国際仲裁法1) 第 2A条第 3項*1、

仲裁法2) 第 4 条第 3 項）。単なる仲裁廷の管轄を認める条項でも有効な仲裁条項とされるもの

の、一般的には仲裁地、仲裁人数と仲裁機関等の合意事項も定めることが推奨されます。 

 

次回は、仲裁の具体的な手続、及び仲裁人の権限について説明しますので、どうぞお楽しみ

に！ 

 

※本稿は、シンガポールの週刊 SingaLife（シンガライフ）において掲載中の「シンガポール法

律コラム」のために著者が執筆した記事を、ニューズレターの形式にまとめたものとなります。 

 

 

 

 

 
1 International Arbitration Act 1994（国際仲裁のみへ適用されます） 
2 Arbitration Act 2001（国内仲裁のみへ適用されます） 



◆ One Asia Lawyers◆ 

 

「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリー

ガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 

Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律の

スペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービ

スを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legal までお願

いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解

であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条

文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず

各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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 栗田 哲郎  

One Asia Lawyers Group代表 

シンガポール（FPE）・日本・USA/NY州法弁護士 

日本の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事務所にパ

ートナー弁護士として勤務。その後、国際法律事務所アジアフォーカ

スチームのヘッドを務め、2016年 7月 One Asia Lawyers Groupを創立。

シンガポールを中心にクロスボーダーのアジア法務全般（M&A、国際

商事仲裁等の紛争解決等）のアドバイスを提供している。2014年、日

本法弁護士として初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガポー

ル法のアドバイスも提供している。  

tetsuo.kurita@oneasia.legal  

+65 8183 5114 

 エドワード・Ｎ・オウン 

弁護士（シンガポール法） 

 

数少ない日英バイリンガルのシンガポール法弁護士として、主に国際

仲裁、クロスボーダー訴訟、紛争解決及び一般企業法の業務を日系企

業へ提供する。 

シンガポール高等裁判所にて訴訟、更にシンガポール国際仲裁センタ

ー（SIAC）と国際商業会議所（ICC）にて仲裁経験も有する。なお、シ

ンガポール法のみならず、日本、インドネシアとバングラデシュ法に

準拠する案件も取り扱い経験がある。 

シンガポール経営大学法科大学院卒業後、2023年 5月にシンガポール法

弁護士として登録。かつて、大学生として早稲田大学へ留学し、留学

生代表として選定されたことがある。 

 

edward.ong@oneasia.legal 
edwardong@focuslawasia.com 

+65-6950-0865 
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